
学習指導要領とは 

 

「学習指導要領」とは、全国どこの学校でも一定の教育水準が保てるよう、文

部科学省が定めている教育課程（カリキュラム）の基準です。  

およそ 10 年に一度、改訂しています。 

子どもたちの教科書や時間割は、これを基に作られています。  

 

１ 法的には 

 教育基本法 第４条 （教育の機会均等）全ての国民は、ひとしく、その能力

に応じた教育を受ける機会を与えられ（中略）教育上差別

されない。 

       第５条 （義務教育）国民は、その保護する子に、別の法律で定

めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 

  

学校教育法 第 48 条 中学校の教育課程に関する事項は（中略）文部科学大

臣が定める。※小学校は第 33 条 

学校教育法施行規則 第 74 条 中学校の教育課程については（中略）文部科

学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものと

する。 ※小学校は第 52 条 小学校学習指導要領 

↓ 

・学校教育は「学習指導要領」に基づいて実施  

・授業時数や各教科等の目標、内容を大まかに規定 

 

２ 新しい学習指導要領（小学校；2020 年～ 中学校；2021～） 

 ○願い；学校で学んだことが、子どもたちの「生きる力」となって、これから

の社会が、どんなに変化して予測困難になっても、自ら課題を見付け、

自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実

現してほしい。 

     ※「生きる力」とは、変化の激しい社会を生きるために必要な力。 

知；自ら学び自ら考える力「確かな学力」  

徳；他人を思いやる心や感動する心「豊かな人間性」  

体；たくましく生きるための「健康や体力」など  

 

 ○子どもたちの学びはどう進化するのか？  ※リーフレット参照 

  ・主体的・対話的で深い学び（アクティブ･ラーニング） 

  ・カリキュラム・マネジメント 

 

 ○具体的な取組は？ ※リーフレット参照 

  ・各教科及び領域 

  ・各種教育 
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中学校・小学校の授業時数について 

 

学習指導要領（平成29年3月31日_文部科学省令第二十号）から引用 

 

１ 中学校の授業時数 

 

別表第二（第七十三条関係） 

区分  第１学年 第２学年 第３学年 

各教科の授業時数 国語 140 （4） 140 （4） 105 （3） 

社会 105 （3） 105 （3） 140 （4） 

数学 140 （4） 105 （3） 140 （4） 

理科 105 （3） 140 （4） 140 （4） 

音楽 45 （1.3） 35 （1） 35 （1） 

美術 45 （1.3） 35 （1） 35 （1） 

保健体育 105 （3） 105 （3） 105 （3） 

技術・家庭 70 （2） 70 （2） 35 （1） 

外国語 140 （4） 140 （4） 140 （4） 

特別の教科である道徳の授業時数 35 （1） 35 （1） 35 （1） 

総合的な学習の時間の授業時数 50 （1.4） 70 （2） 70 （2） 

特別活動の授業時数 35 （1） 35 （1） 35 （1） 

総授業時数 1015 （29） 1015 （29） 1015 （29） 

  ※括弧内の数字は1週間当たりの時数（小数点以下第一位を四捨五入）   

備考 

   一 この表の授業時数の一単位時間は，五十分とする。 

   二 特別活動の授業時数は，中学校学習指導要領で定める学級活動（学校給

食に係るものを除く。）に充てるものとする。 
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２ 小学校の授業時数 

 

別表第二（第五十一条関係） 

区分  第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

各教科

の授業

時数 

国語 306 (9) 315 (9) 245 (7) 245 (7) 175 (5) 175 (5) 

社会   70 (2) 90 (2.6) 100 (2.9) 105 (3) 

算数 136 (4) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

理科   90 (2.6) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

生活 102 （3） 105 (3)     

音楽 68 （2） 70 (2) 60 (1.7) 60 (1.7) 50 (1.4) 50 (1.4) 

図画工作 68 （2） 70 (2) 60 (1.7) 60 (1.7) 50 (1.4) 50 (1.4) 

家庭     60 (1.7) 55 (1.6) 

体育 102 （3） 105 (3) 105 (3) 105 (3) 90 (2.6) 90 (2.6) 

外国語     70 (2) 70 (2) 

特別の教科である道

徳の授業時数 

34 （1） 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

外国語活動の授業

時数 

  35 (1) 35 (1)   

総合的な学習の時

間の授業時数 

  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

特別活動の授業時

数 

34 （1） 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

総授業時数 850 (25) 910 (26) 980 (28) 1015 (29) 1015 (29) 1015 (29) 

  ※括弧内の数字は1週間当たりの時数（小数点以下第一位を四捨五入） 

 備考 

一 この表の授業時数の一単位時間は，四十五分とする。 

二 特別活動の授業時数は，小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給

食に係るものを除く。）に充てるものとする。 

三 第五十条第二項の場合において，特別の教科である道徳のほかに宗教を

加えるときは，宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳

の授業時数の一部に代えることができる。（別表第二及び別表第四の場合

においても同様とする。） 
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